
令和６年度　医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画

No 令和６年度の目標 目標達成のための手順

外来診療時間の短縮

・初診（予約外を含む）患者の問診やトリアージについて、医師事務作
業補助者や看護師による役割を拡大する取り組みの推進

・入院センターの効果的・効率的な運用

・他の医療機関との連携体制に基づく外来の縮小等

・１次救急に関して、医師会への協力要請

・JTAS(救急外来患者緊急度判定：トリアージ)研修の受講を推奨しスキルアップにつなげる。
・トリアージの振り返り・フィードバック・共有を図る。
・改訂されたトリアージ問診票の実施と評価を行う。

・課題を抽出し、解決に向けた取組を行う。
・管理栄養士が食事の確認、栄養評価を担当し看護師と役割分担を行う。

・退院後に地域の医療機関にその後の診療をお願いする。

・夜間の１次診療所運営の依頼
・小児急病センターの移動の要請

地域の他の保険医療機
関との連携

・地域医療連携の推進により、初診時の効率的かつ効果的な診察の実
施

・在宅、退院、転院調整支援の充実強化、紹介率･逆紹介率の向上、開業医訪問の強化等、積
極的な地域医療連携に取り組む。
・緊急受診の応需率の増を図るため、より応需しやすい環境づくりに取り組む。
・地域医療連携の会の開催による顔の見える関係を構築する。

その他

・地域医療支援病院としての広報の推進

・病院長からの情報発信

・院内掲示や外部の広報物、ホームページの掲載等の充実を図り、かかりつけ医の受診を勧
奨する。
・開業医を中心に、地域完結型医療についてや医療機関による役割分担について、地域連携
だよりや地域連携の会などを通じて共通認識の醸成を図る。

夜間帯の保育の実施

・夜間帯の利用ニーズがない状況ではあるが、基本保育終了時間19：
30、延長保育終了時間21：30の継続実施

・保育士不足の中、確実に運営が確保されるよう安定した人材確保に努める。

病時保育の実施

3

・医師事務作業補助者の配置体制及び人員の拡充
（25対１の補助体制加算の取得）

・ＭＡ管理室で医師事務作業補助者の効果的な配置を調整する。
・ハローワーク等を活用する、待遇改善を検討するなど、安定した人材確保に努めながら、更
に上位の加算取得を目指し、人員の拡充を進める。

4

・適切な労務管理の実施

・人材確保につながる取り組みの強化

・患者等に対する医師の働き方改革についての周知

・会計年度任用職員制度の効率的な運用

・適切な労務管理の下で勤務表を作成するよう、管理職医師に例月の所属医師の時間外勤務
状況を報告する。
・有能な人材を確保できるよう人材確保に関するイベントへの参加、広報等を実施する。

・夜間帯の勤務医について、外部応援医師を確実に確保するとともに、コンサルテーションの
強化を図る。

・患者等に対する医師の働き方改革について周知する。

・会計年度任用職員に係る時間外勤務等の管理を適切に行い、処遇の改善に繋げる。

・EICU当直、EHCU当直に携わる医師を増やし、救急医（内科医）の負担を減らす。

5

・看護助手の業務内容の検討

・看護師・看護助手のリリーフ体制の強化

・看護補助者の適正配置

1　看護業務から看護助手へ移行できる内容を検討し、看護助手へタスクシェアする。

2　各フロアー間で看護助手が連携体制の強化として
　　1） フロア助手会を計画的に実施する。
　　2） フロア助手会に間する看護助手の連携について評価する。
　　3） 看護助手の夜間の中央配置を実施し評価する。
　　4） 休日の院内看護助手のリリーフ体制の評価する。

3　業者、ホームページ、地域の掲示板等における募集広報活動を行う。

病院勤務医の時間外・休日・深夜の対応についての負
担軽減及び処遇改善

看護補助者の配置による看護職員の負担軽減

取組内容

1
外来診療時間の短縮、地域
の他の保険医療機関との連
携などの外来縮小の取組み

2 院内保育所の設置

医師事務作業補助者の配置による病院勤務医の事務
作業を軽減


